
開　　　発　　　者 開　発　指　導　課 関　　　係　　　課

開 発 行 為 許 可 事 務 の 流 れ

開発行為事前審査依頼 受付

開発行為の現地調査依頼 受付

現 地 調 査

現地調査の結果（報告）受付

開発行為事前審査依頼の

審査結果（通知）
受 理受 理

関係課との意見調整

（32条協議等）
開発者との意見調整

開発行為許可申請書 受付

開発行為許可書の交付受 理

A 開発行為着手届

B 建築制限解除申請

C 適合証明申請
受付

受 理

B 建築制限解除承認書交付

C 適合証明書交付
受 理

工事着手 建築工事着手

工事完了

公共施設の管理帰属協議 公共施設の管理帰属協議

完 了 検 査

工事合格通知

検査済証の交付

工事完了届

受 理

完了公告 帰属手続き

登記完了完 結

建築工事完了

受付 受付
公共施設検査依頼書

※開発登録簿（保存）

完了通知
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開発許可廃止届手続きフロー図（法第 38条関係）

１．廃 止 の 相 談

２．許可内容の確認

３．現 地 確 認

工事着手

周辺地域・公共施設への影響他法令の変更等の確認

是 正 指 導

開発登録簿の閉鎖

廃止届出書を受理

廃止届出書の提出 ※ 別様式集・別記様式第八参照

無し 有り

無し

有り
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完了検査の実施

検査済証の交付

審　査 審　査

適合証明書交付

開発協議同意書交付

建築確認申請

建築計画通知書
完了届（完成写真）

＊必要に応じて関係各課による完了確認を行う。

事前協議現地立会及び調査

事前協議結果の通知

適合証明申請

開発行為協議願

協議結果に基づく
関係課との協議

※  本来、協議案件は法律上許可不要で
   あることから、適合証明は交付しない。

開発許可の特例についての事務
（法第３４条の２に該当するもの）

開発協議事前相談

開発行為事前協議依頼書
（法第29条第1項第2号及び第3号該当事業）
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市街化調整区域の開発行為

［法第 29 条関係（敷地面積 500 ㎡を超える場合）］

    ＊開発許可・農地転用許可は、同時申請、同時許可。

農用地区域は、除外が必要です。

法第 34 条第１号～第 13 号

法第 34 条第 14 号

静岡市開発審査会個別付議又は特別付議

事前審査願

（法第 34 条関係）

事前審査結果通知

開発行為事前審査依頼

開発行為事前審査結果通知

関係各課との協議

関係各課との協議終了

※ 開発許可申請 法第 30 条

審査会付議

申 請

承 認 議 決

結 果 通 知
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開発行為手続きフロー（市街化区域用）

          月  数

項  目
１ ２ ３ ４ 工事期間による 備  考

事前申請打合せ < 開 発 基 本 計 画 の 確 認 >

事前申請 < 現 地 調 査 の １ ２ 日 前 > 必要部数用意

現地調査（原則 毎月第２・４水曜日）

事前審査結果交付 < 関 係 各 課 意 見 取 り ま と め >

協 議 < 関 係 各 課 と の 協 議 > 協議内容、規模等によ

り期間は異なる

開発行為許可申請（30条） < 審 査 事 前 打 合 せ > 正副２部

審 査 行政手続法による処

理期間（30～70日）

許可証の交付（30条）

（開発登録簿・都市計画図に開発地記入）

工事着手届

（農地法届出証明） ※ 農 地 法 届 出 に は 許 可 書 写 必 要

１部

建築制限解除→承認 

適合証明申請→証明

※ 同 時 受 付 可 正副２部

工事中間検査 必 要 に 応 じ て 実 施

工事完了届（36条）

（公共施設工事完了届） < 工 事 写 真 を 添 付 >

１部

（必要部数）

工事完了検査

検査済証の交付

-
2
3
-


